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体不自由者用トイレの設置や視覚に障害のあ
る人の利用を考慮した構内通路の整備等、所
要の措置を講じてきた。
更にきめ細かい障害者・高齢者施策を推進
するため、窓口官署が入居する新営の官庁施
設については、「高齢者、障害者等の円滑化
の促進に関する法律」（平成18年法律第91号）
（バリアフリー新法）の建築物移動等円滑化
誘導基準を満たすよう整備するほか、すべて
の人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、
主要階各階にベッド、オストメイト対応水洗
等を備えた多機能トイレを設置したり、窓口
業務を行う事務室の出入口を自動ドアとする
などの整備を実施している。

（2）人にやさしい建築物の整備

デパート、ホテル等の多数の人々が利用す
る建築物を、障害のある人等が利用しやすく
するためには、昇降装置の設置、廊下の幅員
等の確保、各種設備の充実等を図る必要があ
る。このため、　建築物のバリアフリー化を
推進するため、「バリアフリー新法」に基づき、
障害のある人等が円滑に利用できる特定建築
物の廊下・階段等に関する基準（移動等円滑
化基準）を定め、特別特定建築物の建築等に
ついて当該基準への適合を義務付けるととも
に、同法に基づき所管行政庁により認定を受
けた優良な建築物（認定特定建築物）に対し
て支援措置等を講じている。

（3）「バリアフリー新法」に伴う助成等

建築物のバリアフリー化を推進するため、
上述の移動等円滑化基準に基づき特定建築物
の建築主等への指導・助言を行っている。
ほか、認定特定建築物のうち一定のものに
ついては、障害のある人等の利用に配慮した
エレベーター、幅の広い廊下等の施設整備に
対する補助制度（バリアフリー環境整備促進
事業）や税制上の特例措置（所得税・法人税
における割増償却）により支援している。

また、地方公共団体が行う、公共施設等の
バリアフリー化についても支援している。

（4）表示方法の統一

①点字表示
多くの公共施設等では、設置された製品等

に点字表示を付すことによる情報提供が進み
つつあるが、点字の表示方法については統一
されていないのが現状である。今後、更に拡
大するであろう点字による情報提供において、
表示方法の混乱を避けつつ更なる普及を図る
ため、20年度には「高齢者・障害者配慮設
計指針－点字の表示原則及び点字表示方法－
消費生活製品の操作部（JIST0923）」を制定
した。

②案内用図記号
不特定多数の人々が利用する交通施設、観

光施設、スポーツ文化施設、商業施設などの
公共施設や企業内の施設において、文字や言
語によらず対象物、概念又は状態に関する情
報を提供する図形（案内用図記号）は、一見
してその表現内容を理解できる、遠方からの
視認性に優れている、言語の知識を要しない
といった利点があり、一般の人だけでなく、
視力の低下した高齢者や障害のある人、さら
に外国人等でも容易に理解することができ、
文字や言語に比べて優れた情報提供手段であ
る。
案内用図記号については、その標準となる

ものを示すため、平成13年３月に案内用図
記号125項目を策定し、このうち、104項目
が14年３月にJISとして制定された。
平成21年３月には「津波避難場所」や「津

波注意（津波危険地帯）」などの案内図記号
３項目を追加するための改正を行った。
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案内用図記号の一例

 お手洗い スロープ 津波避難場所

③公共トイレ、触知案内図
視覚障害のある人が、鉄道駅、公園、病院、

百貨店などの不特定多数の人が利用する施
設・設備等を安全で、かつ、円滑に利用でき
るようにするため、「高齢者・障害者配慮設
計指針－公共トイレにおける便房内操作部の
形状、色、配置（JISS0026）」及び「高齢者・
障害者配慮設計指針－触知案内図の情報内容

「バリアフリー教室」

少子高齢社会の進展や障害を持った方々の自立と社会参加を促進するためには、高齢者
や障害のある人等が公共交通機関などの施設を円滑に利用できるようにすることが必要で
すが、バリアフリー施設の整備といったハード面の対応だけではなく、国民一人ひとりが
高齢者や障害のある人等の移動制約者を見かけた際に進んで手を差し伸べる環境づくりと
いったソフト面の対応も重要です。
このため、多くの国民が高齢者や障害のある人等に対する基礎的知識を学び、車いす利
用体験や視覚障害者疑似体験・介助体験等を行うことを通じて、バリアフリーについての
理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成し、誰もが高齢者や障害のある
人等に対して自然に快くサポートできる「心のバリアフリー」社会の実現を目指すことを
目的として、全国各地で「バリアフリー教室」を開催しています。
平成21年度には、全国で149件の「バリアフリー教室」を開催し、約8,000人の参加を

得ました。小中学生をはじめとした学生や、鉄道やバスといった公共交通関係事業に関わ
る現場職員等、様々な方にご参加いただいています。
体験終了後、参加した学生からは、「大変さや苦労を知ることができた」、「とても勉強
になった。声をかけることはとても勇気がいると思うが、学んだことを生かし、素直な気
持ちで障害のある方のお手伝いができたらと思う」などの感想をいただくなど、本教室が
高齢者・障害者等の移動制約者に対する理解とボランティアに関する意識啓発の一助と
なっています。
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及び形状並びにその表示方法（JIST0922）」
が平成18年度に制定された。

4  公共交通機関、歩行空間等のバリ
アフリー化の推進

（1）公共交通機関のバリアフリー化

ア　法令等に基づく公共交通機関のバリア
フリー化の推進

①「バリアフリー新法」に基づく公共交
通機関のバリアフリー化の推進
公共交通機関のバリアフリー化については、
平成12年11月に施行された「交通バリアフ
リー法」に基づく取組が行われてきたが、「バ
リアフリー新法」においても、公共交通事業
者等に対して、鉄道駅等の旅客施設の新設、
大改良及び車両等の新規導入に際しての移動
等円滑化基準（「移動等円滑化のために必要
な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関す
る基準」（18年国土交通省令第111号））への
適合を義務付けている。既設の旅客施設・車
両等についても移動等円滑化基準に適合させ
るよう努めなければならないこととしてい

る。

②旅客施設に関するガイドラインの策定
平成13年８月に策定された「公共交通機

関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」
について、「バリアフリー新法」及び「公共
交通移動等円滑化基準」の施行を契機に必要
な見直しを行い、19年７月に「公共交通機
関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイ
ドライン」を策定した。整備ガイドラインの
対象施設は、同法に定められた旅客施設（鉄
軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、
航空旅客ターミナル施設）とし、主な対象者
は、高齢者、障害のある人などの移動制約者
を念頭におきつつ、「どこでも、だれでも、
自由に、使いやすく」というユニバーサルデ
ザインの考え方に配慮することとしている。

③車両等に関するガイドライン等の整備
平成13年３月に策定された「公共交通機

関の車両に関するモデルデザイン」について、
「バリアフリー新法」及び「公共交通移動等
円滑化基準」の施行を契機に必要な見直しを

■図表1‒49　建築物のバリアフリー化

エレベーター
エレベーターは車いすを使
用する方や目の不自由な方
も利用しやすく

浴室等
浴室やシャワー室は車
いすを使用する方でも
使いやすいように

トイレ
トイレは車いすを使用する
方でも使いやすいように

廊下等
廊下は車いすを使用
する方や目の不自由
な方も安心して楽に
通れるように

視覚障害者
誘導用ブロック等
視覚障害者誘導ブ
ロック等で安全に

階段
階段は手すりをつ
けて緩やかに

出入口
玄関や部屋のドアは
車いすを使用する方
でも通れるように

駐車場
駐車スペースは車いす
を使用する方でも楽に
利用できるように

アプローチ
出入口までは段差が
ないかスロープ式に


